
議案第５１号 

 

阪南市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

 

　阪南市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定するものとする。 

 

 

　　令和７年８月２７日提出 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪南市長　上　甲　　　誠 

 

 

提案理由 

　阪南市民病院の次期指定管理期間における業務等を変更するための措

置及び令和７年１１月から料金の一部を変更するための措置
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   阪南市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条 

　　　例 

 

　阪南市病院事業の設置等に関する条例（昭和４７年阪南町条例第７３

号）の一部を次のように改正する。  

 

第３条第２項第３号及び第４号を次のように改める。 

(3)　災害医療 

(4)　新興感染症医療 

第３条第２項第５号を削る。 

第４条第１項第４号中「１００円」を「２００円」に改める。 

第１０条第１号中「診療」の次に「（診療時間外における救急診療を

含む。）」を加え、同条第２号中「病院」を「第４条に規定する病院」

に改め、同条第３号から第５号までを次のように改める。 

(3)　地方公営企業法第３３条の２の規定により委託する手数料の徴

収に関する業務 

(4)　土地・建物、設備、附帯施設及び物品の管理に関する業務 

(5)　利用者に対する物品の販売又はサービスの提供に関する業務 

第１０条第６号を削り、第７号を第６号とする。 

別表第１個室(A)の項中「６，５００円」を「７，０００円」に、「８，

４５０円」を「９，１００円」に改め、同表個室(C)の項を削り、同表備

考中「、忠岡町」を削る。 

 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第４条及び別

表第１の改正規定は、令和７年１１月１日から施行する。
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阪南市病院事業の設置等に関する条例新旧対照表 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 （経営の基本） （経営の基本）
 第３条　　　略 第３条　　　略
 ２　病院は、公設病院として次に掲げる医療

及び事業を行うほか、地域において良好な

医療を行うものとする。

２　病院は、公設病院として次に掲げる医療

及び事業を行うほか、地域において良好な

医療を行うものとする。
 (1)及び(2)　　　略 (1)及び(2)　　　略
 (3)　災害医療 (3)　リハビリテーション医療
 (4)　新興感染症医療 (4)　保健衛生事業
 (5)　災害時医療
 ３及び４　　　略 ３及び４　　　略
 （料金） （料金）
 第４条　病院を利用する者は、次に掲げる額

の料金を納付しなければならない。

第４条　病院を利用する者は、次に掲げる額

の料金を納付しなければならない。
 (1)～(3)　　　略 (1)～(3)　　　略
 (4)　駐車場を使用する場合にあっては、駐

車時間１時間までにつき２００円以内で

市長が別に定める額

(4)　駐車場を使用する場合にあっては、駐

車時間１時間までにつき１００円以内で

市長が別に定める額
 (5)　　　略 (5)　　　略
 ２～５　　　略 ２～５　　　略
 （指定管理者に行わせる業務の範囲） （指定管理者に行わせる業務の範囲）
 第１０条　前条の規定により指定管理者に病

院の管理を行わせる場合におけるその業務

の範囲は、次のとおりとする。

第１０条　前条の規定により指定管理者に病

院の管理を行わせる場合におけるその業務

の範囲は、次のとおりとする。
 (1)　病院における診療（診療時間外におけ

る救急診療を含む。）及び検診に関する

業務

(1)　病院における診療及び検診に関する

業務

 (2)　第４条に規定する病院の利用に係る

料金（以下「利用料金」という。）に関

する業務

(2)　病院の利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）に関する業務

 (3)　地方公営企業法第３３条の２の規定

により委託する手数料の徴収に関する業

務

(3)　駐車場の利用に係る料金に関する業

務

 (4)　土地・建物、設備、附帯施設及び物品 (4)　手数料の徴収に関する業務
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 の管理に関する業務
 (5)　利用者に対する物品の販売又はサー

ビスの提供に関する業務

(5)　病院の施設及び設備の維持管理に関

する業務
 (6)　駐車場の維持管理に関する業務
 　(6)　　　略 (7)　　　略
 別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）
 特別室料 特別室料
 

 備考　岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南

市、熊取町、田尻町及び岬町の住民につ

いては、本市の住民と同じ額を徴収する。

備考　岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南

市、忠岡町、熊取町、田尻町及び岬町の

住民については、本市の住民と同じ額を

徴収する。
 

 区分 単位 金額
 本市の住民 本市以外の住

民
 特別室 １日につ

き

１５，０００

円

２０，０００

円
 個室(A) １日につ

き

７，０００円９，１００円

 個室(B) １日につ

き

６，０００円７，８００円

 区分 単位 金額
 本市の住民 本市以外の住

民
 特別室 １日につ

き

１５，０００

円

２０，０００

円
 個室(A) １日につ

き

６，５００円８，４５０円

 個室(B) １日につ

き

６，０００円７，８００円

 個室(C) １日につ

き

５，５００円７，１５０円
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